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(57)【要約】
【課題】処理面を均等に温度調整する。
【解決手段】被処理物を冷却処理する処理面２ａを有す
る処理体２内に冷却部３を設け、冷却部３によって冷却
されて生じる処理面１ａにおける高温部分と低温部分と
の内の、低温部分の近くの処理体２内に加熱部４Ａを配
置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理物を冷却処理する処理面を有する処理体と、該処理体内に設けられて前記処理面
を冷却する冷却部とを備える冷却処理装置であって、
　前記冷却部によって冷却されて生じる前記処理面における高温部分と低温部分の内、前
記低温部分の近くの前記処理体内に、加熱部を配置する、
　ことを特徴とする冷却処理装置。
【請求項２】
　前記高温部分の近くの前記処理体内にもう一つの加熱部をさらに配置する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却処理装置。
【請求項３】
　前記加熱部に代えて、前記低温部分の近くの前記処理体内に断熱体を配置する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却処理装置。
【請求項４】
　前記冷却部は、前記処理面に沿って前記処理体の内部に設けられた冷却管である、
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の冷却処理装置。
【請求項５】
　前記冷却部は冷却液によって冷却され、冷却開始前の前記処理体の一部または全部の温
度は前記冷却液の沸点以上である、
　ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の冷却処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷却処理装置が有する処理面の温度管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被処理物に各種の処理を施す処理体を備える装置構成では、被処理物に接する処理体の
処理面を均等に温度調整することが重要となる。そこで従来から、上記装置構成では、処
理面近傍の処理体に冷却部を埋設し、この冷却部によって処理面の表面温度を調整する冷
却処理装置を備えたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３６７８３２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、冷却部によって処理面の表面温度を調整する従来例では、処理面の表面
を均等に温度管理し難いという課題があった。これは特に冷却のために温度を急激に変化
させる際により顕著となる。すなわち、冷却部に近接する処理面の表面部位（以下、第１
の表面部位という）と冷却部との間の部位における熱容量と、第１の表面部位以外の表面
部位（以下、第２の表面部位という）と冷却部との間における熱容量とを比較すると、前
者の方が小さい。これは、第１の表面部位と冷却部との間の離間距離と、第２の表面部位
と冷却部との間の離間距離とを比較すれば理解できる。このような熱容量の相違があるた
めに、冷却部で温度調整を実施しても、第２の表面部位に比して第１の表面部位は温度の
変化量が大きくなり、その結果、処理面に温度斑が生じる。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、処理体の処理面を
均等に温度調整することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明は、以下の構成を備える。
【０００７】
　（１）本発明は、
　被処理物を冷却処理する処理面を有する処理体と、該処理体内に設けられて前記処理面
を冷却する冷却部とを備える冷却処理装置であって、
　前記冷却部によって冷却されて生じる前記処理面における高温部分と低温部分の内、前
記低温部分の近くの前記処理体内に、加熱部を配置する。
【０００８】
　前述したように、冷却部に近接する第１の表面部位と冷却部との間の熱容量は、第１の
表面部位以外の第２の表面部位と冷却部との間の熱容量より小さい。そのため、第１の表
面部位は、第２の表面部位に比して過度に冷却されてしまう可能性がある。この場合、第
１の表面部位が低温部分となり、第２の表面部位が高温部分となる。そこで、（１）の構
成では、低温部分の近くの前記処理体内に加熱部を配置することで、低温部分（第１の表
面部位）の過冷却を抑制している。これにより、処理面の温度斑が生じにくくなる。
【０００９】
　（２）上記（１）の構成において、前記高温部分の近くの前記処理体内にもう一つの加
熱部をさらに配置する、という実施の形態がある。これにより、両加熱部による処理体へ
の加熱処理を個別に制御することで、高温部分（第１の表面部位）と、低温部分（第２の
表面部位）とにおける相対的な温度調整を精度高く行うことができる。これにより、処理
面の温度斑がさらに生じにくくなる。
【００１０】
　（３）上記（１）の構成において、前記加熱部に代えて、前記低温部分の近くの前記処
理体内に断熱体を配置する、という実施の形態がある。
【００１１】
　上記（３）では、冷却部による低温部（第１の表面部位）に対する冷却を断熱体によっ
て抑制することで、低温部分（第１の表面部位）の過冷却を防止している。これにより、
処理面の温度斑が生じにくくなる。
【００１２】
　上記（１）～（３）の構成において、前記冷却部は、前記処理面に沿って前記処理体の
内部に設けられた冷却管であるのが好ましい。
【００１３】
　上記（１）～（４）の構成において、前記冷却部は冷却液によって冷却され、冷却開始
前の前記処理体の一部または全部の温度は前記冷却液の沸点以上であるのが好ましい。こ
れにより次のような作用効果が得られる。処理面における温度斑が大きく問題となるのは
、通常より高温となる状態からの冷却を行う冷却処理装置（例えば、一般にヒート＆クー
ルと呼ばれるような手法に用いる樹脂成形用金型）である。すなわち、例えば一般的な射
出成形用金型等は通常、１００℃以下の一定温度（樹脂が固化／脱型可能な温度）に保持
された状態で用いられるが、ヒート＆クール用金型等の一部の樹脂成形用金型（処理体）
では、樹脂の溶融温度を超える、または溶融温度以下であっても固化が完全に進まない高
温（例えば１００～２５０℃等）に保持されたのち樹脂が固化／脱型可能な温度域まで急
速に冷却されることが多い。このような高温域まで昇温される処理体を冷却する冷却処理
装置の冷却部を、冷却液によって冷却される構成にし、さらに冷却開始前の処理体の一部
または全部の温度が冷却液の沸点以上となるようにすると、冷却開始前の状態で冷却液は
気化状態になる。そのため、冷却を開始すると冷却液の気化熱によって処理面は急速に冷
却される。この構成では、急速冷却が可能になるものの、冷却後の処理面における温度斑
が顕著になりやすい。何らかの手法を用い全体的な冷却速度を遅くすることで温度斑を抑
制することは可能ではあるが、これでは例えば樹脂成形に要するサイクルタイムが長くな
ってしまい、工業的に推奨されない。これに対して、上述した本発明の基本構成（低温部
分の近くの処理体内に、加熱部を配置する構成）を設けることで、冷却能力の高い冷却液
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の気化を用いると共に、このような顕著な温度斑も精度高く防止されることになる。
【００１４】
　なお、本発明は、
　被処理物を冷却処理する処理面を有する処理体と、該処理体内に設けられて前記処理面
を冷却する冷却部とを備える冷却処理装置であって、
　前記冷却部によって冷却されて生じる前記処理面における高温部分と低温部分の内、前
記高温部分の近くの前記処理体内に、熱伝導体を配置する、
　という構成にしてもよい。
【００１５】
　この構成では、高温部分（第２の表面部位）の冷却を、熱伝導体によって促進すること
で、低温部分（第１の表面部位）の過冷却を防止することができ、これによっても処理面
の温度斑が生じにくくなる。
【００１６】
　また、本発明は、
　被処理物を冷却処理する処理面を有する処理体と、該処理体内に設けられて前記処理面
を冷却する冷却部とを備える冷却処理装置であって、
　前記冷却部によって冷却されて生じる前記処理面における高温部分と低温部分の内、前
記高温部分の近くの前記処理体に切欠を形成してもよい。
【００１７】
　この構成では、切欠を設けることにより、高温部分となる第２の表面部位の熱容量が小
さくなって、高温部分（第２の表面部位）の冷却が促進される。これにより、低温部分（
第１の表面部位）の過冷却を防止することができる。これによっても処理面の温度斑が生
じにくくなる。
【００１８】
　なお、以上、本発明の利用について樹脂成形の場合について多く言及しているが、本発
明はこの用途に限るものではない。また成形に用いる場合にその成形法は限定されず、射
出成形、射出プレス成形、プレス成形、オートクレーブ成形、ダイヤフラム成形、その他
温度制御が必要な治具・熱板、金型類に広く活用することができる。これらの内、ヒート
＆クールと呼ばれる急速冷却が必要な手法との組み合わせは、本発明を有効に活用するの
に好適な例である。被処理物としては、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂（それぞれ各種フィ
ラーや強化繊維を含有していてもよい）の他、金属、半導体、各種繊維素材の織物やマッ
トなどの不織布基材、その他例えば温度による反応を伴う化学物質などを例示することが
できる。被処理物に温度変化を与えることで、その相変化などにより形態を変化（成形、
賦型）させることや、その化学変化により機能を変化させることが必要であり、特に急速
に冷却することが工業的に有効な場合において、本発明を広く活用することが可能である
。
【００１９】
　本発明は、処理面の冷却前の温度から、冷却完了後の温度の差が大きい場合に特に有効
である。温度範囲について制約はないが、通常の手法では処理面の温度斑が大きくなって
しまう温度差５０℃以上の場合、特に温度差１００℃以上の場合に本発明は有効である。
実温度については処理体に対してどのような処理が必要かに応じて決定される。冷却前の
処理面の温度は通常１００～２５０℃が用いられるが、例えばスーパーエンプラと称され
るポリマー類であるＰＥＩ（ポリエーテルイミド）、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイ
ト）、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ＰＥＫＫ（ポリエーテルケトンケトン
）などは、その耐熱性の高さから処理面温度３００～４００℃が求められる場合もある。
これを温度差１００℃以上急速冷却する際には、特に温度斑抑制が課題になり、本発明が
有効である。
【発明の効果】
【００２０】
　例えば樹脂成形時の例を挙げると、冷却時の温度斑が生じると、被処理物（成形品）に
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局部的なひずみが生じたり、樹脂の種類によっては固化時の結晶化度が冷却速度によって
変化し、局部的収縮によるひずみ発生の他に、表面品位が変化する、樹脂靱性が変化する
など、様々な問題を生じる。本発明によれば、処理面の温度斑が生じなくなって、均等な
表面温度を得ることができる。その結果、被処理物が均等に冷却されるようになり、被処
理物の欠陥、品位低下などの問題を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態１の冷却処理装置の要部を示す一部切欠斜視図である。
【図２】本発明の課題を示す一部切欠斜視図である。
【図３】実施の形態１の第１の変形例を示す一部切欠斜視図である。
【図４】実施の形態１の第２の変形例を示す一部切欠斜視図である。
【図５】実施の形態１の第３の変形例を示す一部切欠斜視図である。
【図６】本発明の実施形態２の冷却処理装置の要部を示す一部切欠斜視図である。
【図７】本発明の実施形態３の冷却処理装置の要部を示す一部切欠斜視図である。
【図８】実施の形態３の変形例を示す一部切欠斜視図である。
【図９】本発明の実施形態４の冷却処理装置の要部を示す一部切欠斜視図である。
【図１０】本発明の実施形態５の冷却処理装置の要部を示す一部切欠斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の各実施の形態を説明する。なお、各実施の形態の冷却処理装置は、図示
しない被処理物（溶融状態の樹脂等）を加熱／加圧処理等の処理を実施する際において、
その処理の途中で被処理物を冷却する際に用いられる装置である。
【００２３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１の冷却処理装置１Ａの要部を示す一部切欠斜視図である
。冷却処理装置１Ａは処理体２を備えている。処理体２は金属等の良伝熱体からなり平板
形状を有している。図中上側に位置する処理体２の表面は、図示しない被処理物（溶融状
態の樹脂等）が接触する処理面２ａとなっている。処理面２ａにおいては、該処理面２ａ
に接触する被処理物に冷却処理が実施される。なお、処理体２は、被処理物を処理面２ａ
上に載置して保持する構成であってもよいし、処理面２ａを内面にして閉じた容器（金型
やシリンダ等）を構成することで被処理物を容器内で保持する構成であってもよい。
【００２４】
　処理体２は冷却部３と加熱体４Ａとを備えている。冷却部３と加熱体４Ａとは処理体２
に埋設されている。冷却部３は、処理体２内において処理面２ａに部分的に向い合った状
態で配置される。具体的には冷却部３は、処理体２の内部に、処理面２ａに沿って貫通し
て配置された冷却管３ａ、３ｂから構成されている。冷却管３ａ、３ｂは互いに並列配置
されている。冷却管３ａ、３ｂを設けるために処理体２には、冷却管３ａ、３ｂと同形状
の貫通孔が形成されている。なお、図中、冷却管３ａ、３ｂは２管設けられているが、３
管以上であってもよいし、単一管であってもよい。また、冷却管３ａ、３ｂに換えて、処
理体２に貫通孔を設けてもよい。
【００２５】
　本実施の形態において、冷却管３ａ、３ｂには温度調整媒体が流通する。温度調整媒体
として、例えば、冷却液（水、アルコール等）が挙げられる。冷却管３ａ、３ｂに冷却液
等の温度調整媒体を流通させることで、処理面２ａを介して被処理物が冷却される。
【００２６】
　加熱体４Ａは、長板状の加熱ヒータ（電熱ヒータ等）からなり、冷却管３ａ、３ｂに近
接する処理面２ａの第１の表面部位２ａ1、２ａ1と冷却管３ａ、３ｂとの間に設けられる
。長板状の加熱体４Ａは、冷却管３ａ、３ｂに沿って配置される。
【００２７】
　以下、冷却処理装置１Ａが処理面２ａを介して被処理物に実施する冷却処理を説明する
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。なお、以下の説明では、・被処理物から熱を受ける、・他の加熱手段による加熱処理を
受ける、等の理由により高温になった処理面２ａを所定の温度まで冷却することで、被処
理物を冷却する処理を実施する場合を想定して、本実施の形態における冷却処理を説明す
る。
【００２８】
　処理面２ａの近傍がｔ1℃まで高温状態となった処理体２を冷却するために、冷却管３
ａ、３ｂにｔ2℃（ｔ2＜ｔ1）の温度調整媒体を流通させることで、処理面２ａの近傍を
冷却する。ここで、処理体２の表面部位それぞれと冷却管３ａ、３ｂとの間の領域におけ
る熱容量は、表面各部位と冷却管３ａ、３ｂとの間の離間距離に比例して大きくなる。こ
のような熱容量の変化があるため、冷却部３による所定時間の冷却処理を経た処理体２の
表面部位それぞれが到達する表面温度は、冷却管３ａ、３ｂとの間の離間距離に反比例す
る。具体的には、図２に示すように、処理面２ａの表面部位を、冷却管３ａ、３ｂに近接
する処理面２ａの第１の表面部位２ａ1と、第１の表面部位２ａ1以外の処理面２ａの第２
の表面部位２ａ2とに区分した場合、冷却部３による所定時間の冷却処理を経て第１の表
面部位２ａ1が到達する温度をＴ１とし、第２の表面部位２ａ2が到達する温度をＴ２とす
ると、Ｔ１＜Ｔ２となる。つまり、第１の表面部位２ａ1は第２の表面部位２ａ2に比して
過冷却状態となる。その結果、第１の表面部位２ａ1は低温部分となり、第２の表面部位
２ａ2は高温部分となる。しかしながら、これでは、冷却処理を経た処理面２ａの表面温
度に温度斑が生じてしまう。
【００２９】
　本実施の形態では、このような温度斑を解消するために、加熱体４Ａを設けており、第
２の表面部位２ａ2（高温部分）に比して過冷却状態となる第１の表面部位２ａ1（低温部
分）を含むその近傍を加熱体４Ａによって加熱して温度を上昇させる。温度上昇量は、以
下のように設定される。すなわち、冷却部３による冷却処理を経て第１の表面部位２ａ1

が到達する表面温度と、第２の表面部位２ａ2が到達する表面温度とが可及的に均等にな
るように、上記温度上昇量は設定される。これにより、冷却処理を経た処理面２ａの表面
温度は全面でほぼ均等になって温度斑が生じにくくなる。
【００３０】
　なお、加熱体４Ａとしては、図１に示す平板形状の加熱体４Ａの他、図３に示すように
、シーズヒータ等の丸棒形状の加熱体４Ａ’でもよい。また、冷却部３としては、図１に
示す直線状の冷却管３ａ、３ｂを並列配置した構成の他、図４に示すように、コの字等の
任意の屈曲形状にした１本の冷却管３ｃから冷却部３を構成してもよい。図４の構成では
、任意の屈曲形状にした１本の冷却管３ｃに応じた同等の形状を有する加熱部４Ａ’’が
設けられている。また、処理体２は、図１に示すような平板形状だけでなく、図５に示す
円筒２’であってもよい。その場合は、円筒２’の内部に被処理物が収納され、円筒２’
の内周面２ａ’が処理面となり、冷却部３を構成する冷却管３ｃと加熱体４Ｂとは螺旋状
に配置されて円筒２’に埋設される。なお、図３～図５に示す実施の形態１の変形例は、
実施の形態１のみならず、以下に説明する他の実施の形態においても同様に実施可能であ
る。
【００３１】
　本実施の形態では、冷却部３は冷却液によって冷却されるが、さらに冷却開始前の処理
体２の一部または全部の温度は、冷却液の沸点以上となっている。処理面における温度斑
が大きく問題となるのは、通常より高温となる状態からの冷却を行う冷却処理装置（例え
ば、一般にヒート＆クールと呼ばれるような手法に用いる樹脂成形用金型）である。すな
わち、例えば一般的な射出成形用金型等は通常、１００℃以下の一定温度（樹脂が固化／
脱型可能な温度）に保持された状態で用いられるが、ヒート＆クール用金型等の一部の樹
脂成形用金型（処理体２）では、樹脂の溶融温度を超える、または溶融温度以下であって
も固化が完全に進まない高温（例えば１００～２５０℃等）に保持されたのち樹脂が固化
／脱型可能な温度域まで急速に冷却されることが多い。このような高温域まで昇温される
処理体２を冷却する冷却処理装置３を、冷却液によって冷却される構成にしさらに冷却開
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始前の処理体の一部または全部の温度が冷却液の沸点以上となるようにすると、冷却開始
前の状態で冷却液は気化状態になる。そのため、冷却を開始すると冷却液の気化熱によっ
て処理面２ａは急速に冷却される。本実施の形態では、このような理由により急速冷却が
可能になるものの、冷却後の処理面２ａにおける温度斑が顕著になりやすいが、低温部分
の近くの処理体２内に、加熱部４Ａを配置する構成を設けることで、このような顕著な温
度斑も精度高く防止することができる。
（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２の冷却処理装置１Ｂの要部を示す一部切欠斜視図である
。冷却処理装置１Ｂの基本構造は、実施の形態１の冷却処理装置１Ａと同様である。その
ため、図６および以下の説明において、実施の形態１（図１～図５）と同一ないし同様の
部分には同一の符号を付し、それらについての説明は省略する。
【００３２】
　本実施形態は、実施の形態１における加熱体４Ａに加えて、もう一つの加熱体４Ｃを有
する。加熱体４Ｃは、次のように配置されている。すなわち、処理面２ａの表面部位を、
冷却管３ａ、３ｂに近接する第１の表面部位２ａ1と、第１の表面部位２ａ1以外の第２の
表面部位２ａ2とに区分する。なお、図６では、第２の表面部位２ａ2として、以下の位置
の表面部位が例示されている。すなわち、冷却管３ａの上方に位置する第１の表面部位２
ａ1と、冷却管３ｂの上方に位置する第１の表面部位２ａ1との間に位置する表面部位が第
２の表面部位２ａ2として例示されている。このように設定された第２の表面部位２ａ2は
、第１の表面部位２ａ1、２ａ1に比して、冷却管３ａ、３ｂから離間した位置になる。
【００３３】
　加熱部４Ａ、４Ａは、第１の表面部位２ａ1、２ａ1の近傍で、第１の表面部位２ａ1、
２ａ1と冷却管３ａ、３ｂとの間に介在する状態で、処理体２に埋設されている。a加熱部
４Ｃは、第２の表面部位２ａ2の近傍で、第２の表面部位２ａ2と冷却管３ａ、３ｂとの間
に介在する状態で、処理体２に埋設されている。
【００３４】
　本実施の形態の冷却処理装置１Ｂが処理面２ａに実施する冷却処理について説明する。
処理面２ａの近傍がｔ1℃まで高温状態となった処理体２を冷却する場合、冷却管３ａ、
３ｂにｔ2℃（ｔ1＞ｔ2）の温度調整媒体を流通させることで、処理面２ａが冷却される
。このような冷却処理が実施されると、実施の形態１で説明したように、第１の表面部位
２ａ1が第２の表面部位２ａ2に比して過冷却状態となる。その結果、第１の表面部位２ａ

1が低温部分となり、第２の表面部位２ａ2が高温部分となって、処理面２ａの表面温度に
温度斑が生じてしまう。
【００３５】
　本実施の形態では、このような冷却時の温度斑を解消するために、加熱体４Ａ、７４Ａ
に加えてもう一つの加熱部４Ｃを設けて、冷却部３による温度調整を経た処理面２ａの各
表面部位が到達する表面温度が互いに可及的に均等になるように、加熱部４Ｃ、４Ｃそれ
ぞれの加熱量を調整する。加熱量は、以下のように設定される。すなわち、第２の表面部
位２ａ2に比して過冷却状態となる第１の表面部位２ａ1、２ａ1を加熱する加熱部４Ａの
加熱量をＫ１とし、第１の表面部位２ａ1に比して冷却不足状態となる第２の表面部位２
ａ2を加熱する加熱部４Ｃの加熱量をＫ２とすると、Ｋ１＞Ｋ２とする。その際、冷却部
３による冷却処理を経た第１の表面部位２ａ1が到達する表面温度と、第２の表面部位２
ａ2の表面温度とが可及的に均等になるように、Ｋ１とＫ２の比率（Ｋ１：Ｋ２）を設定
する。これにより、冷却処理を経た処理面２ａの表面温度は全面でほぼ均等になって温度
斑が生じにくくなる。
【００３６】
　本実施の形態の冷却処理装置は、冷却管３ａ、３ｂにｔ4℃（ｔ4＞ｔ3）となった温度
調整用媒体（加熱媒体）を流通させることにより、処理面２ａを加熱することで、被処理
物を加熱処理する構成においても対応することができる。すなわち、本実施の形態は、加
熱処理時においても、処理面２ａの表面温度を均等に保持することが可能である。以下、
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加熱処理における表面温度調整について説明する。なお、以下の説明では、一部の部品の
名称と実際の処理とが離反する（冷却管３ａ、３ｂを有する冷却部３が加熱処理を行うこ
とになる）が、部品名称（冷却部３、冷却管３ａ、３ｂ）は継続して使用する。
【００３７】
　処理面２ａがｔ3℃状態となった処理体２を加熱処理する場合、冷却管３ａ、３ｂにｔ4

℃（ｔ4＞ｔ3）となった温度調整用媒体またはその蒸気（水蒸気等）を流通させることで
、処理面２ａを加熱する。このような加熱処理が実施されると、以下の理由により、処理
面２ａに温度斑が生じる。
【００３８】
　処理体２の表面部位それぞれと冷却管３ａ、３ｂとの間の領域における熱容量は、実施
の形態１で説明したように、表面各部位と冷却管３ａ、３ｂとの間の離間距離に比例して
大きくなる。このような熱容量の変化があるため、冷却部３による所定時間の加熱処理を
経た処理体２の表面部位それぞれが到達する温度は、冷却管３ａ、３ｂとの間の離間距離
に反比例する。具体的には、冷却部３による所定時間の加熱処理を経て第１の表面部位２
ａ1が到達する温度をＴ３とし、第２の表面部位２ａ2が到達する温度をＴ４とすると、Ｔ
３＞Ｔ４となる。つまり、第１の表面部位２ａ1は、第２の表面部位２ａ2に比して過加熱
状態となる。その結果、第１の表面部位２ａ1は高温部分となり、第２の表面部位２ａ2は
低温部分となる。しかしながら、これでは、加熱処理を経た処理面２ａの表面温度に温度
斑が生じてしまう。
【００３９】
　本実施の形態では、このような加熱処理時の温度斑を解消するために、処理面２ａの各
表面部位が冷却部３によって加熱調整される結果到達する温度が互いに可及的に均等にな
るように、加熱部４Ａ、４Ａ、４Ｃそれぞれの加熱量を調整する。加熱量は、以下のよう
に設定される。すなわち、第２の表面部位２ａ2に比して過加熱状態となる第１の表面部
位２ａ1、２ａ1を加熱する加熱部４Ａ、４Ａの加熱量をＫ３とし、第１の表面部位２ａ1

に比して加熱不足状態となる第２の表面部位２ａ2を加熱する加熱部４Ｃの加熱量をＫ４
とすると、Ｋ３＜Ｋ４とする。その際、第１の表面部位２ａ1が到達する表面温度と、第
２の表面部位２ａ2が到達する表面温度とが可及的に均等になるように、Ｋ３とＫ４の比
率（Ｋ３：Ｋ４）を設定する。これにより、加熱処理を経た処理面２ａの表面温度は全面
でほぼ均等になって温度斑が生じにくくなる。
【００４０】
　なお、処理体２の処理面２ａ近傍を加熱する方法としては、冷却管３ａ、３ｂに温度調
整媒体（蒸気等）を流通させる方法の他に、加熱部４Ａ、４Ｃによって、処理面２ａ近傍
を直接加熱する方法もある。この加熱方法は、例えば、冷却部３による処理面２ａ近傍の
加熱／冷却処理を行ったのち、冷却部３による加熱／冷却処理を停止した状態で、処理面
２ａ近傍の温度を微調整する際などにおいて実施される。このような加熱部４Ａ、４Ｃに
よる直接加熱では、空孔となった冷却管３ａ、３ｂの有無を考慮する必要がある。以下、
詳細に説明する。
【００４１】
　処理体２の表面部位それぞれにおける熱容量は、空孔となった冷却管３ａ、３ｂの有無
に応じて変化する。このような熱容量の変化があるため、加熱部４Ａ、４Ｃによる所定時
間の加熱処理を経た処理体２の表面部位それぞれが到達する温度は、冷却管３ａ、３ｂの
有無により変化する。具体的には、加熱部４Ａ、４Ｃで同一の加熱量を付与することを条
件にすると、冷却管３ａ、３ｂが存在する第１の表面部位２ａ1（熱容量が小さい）は、
冷却管３ａ、３ｂが存在しない第２の表面部位２ａ2（熱容量が大きい）に比して過加熱
状態となる。
【００４２】
　このことを考慮して、加熱部４Ａによる第１の表面部位２ａ1の加熱処理を経て第１の
表面部位２ａ1が到達する表面温度と、加熱部４Ｃによる第２の表面部位２ａ2の加熱処理
を経て第２の表面部位２ａ2が到達する表面温度とが可及的に均等になるように、加熱部
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４Ａと加熱部４Ｃとの加熱出力が個別に設定される。これにより、加熱部４Ａ、４Ｃによ
る加熱処理を経た処理面２ａの表面温度は全面でほぼ均等になって温度斑が生じにくくな
る。
【００４３】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の実施の形態３の冷却処理装置１Ｃの要部を示す一部切欠斜視図である
。冷却処理装置１Ｃの基本構造は、実施の形態１の冷却処理装置１Ａと同様である。その
ため、図７および以下の説明において、実施の形態１（図１～図５）と同一ないし同様の
部分には同一の符号を付し、それらについての説明は省略する。
【００４４】
　本実施形態は、実施の形態１における加熱体４Ａに換えて断熱体４Ｄを有する。断熱体
４Ｄは、温度調整用媒体流通孔３ａ、３ｂと第１の表面部位２ａ1、２ａ1（低温部分）と
の間の処理体２に埋設されている。具体的には、断熱体４Ｄは、処理体２に穿たれて内部
に空気等の断熱材が充填された断熱孔から構成される。断熱孔に充填される断熱材は、空
気に限ることなく、処理体２より熱伝導率の低い材料であればどのような材料であっても
よい。断熱孔は冷却管３ａ、３ｂと並行して配列される。
【００４５】
　本実施の形態の冷却処理装置１Ｃが処理面２ａを介して被処理物に実施する温度調整処
理は基本的に冷却処理であるが、構成を若干変えることで加熱処理を行うことも可能であ
る。そのため、一部の部分の名称と実際の処理とが離反する（冷却管３ａ、３ｂを有する
冷却部３が加熱処理を行うことになる）が、部品名称（冷却部３、冷却管３ａ、３ｂ）は
変更することなく継続して使用する。
【００４６】
　処理面２ａを冷却処理または加熱処理する場合、冷却管３ａ、３ｂに温度調整媒体を流
通させることで、処理面２ａが冷却または加熱される。このような冷却／加熱処理が実施
されると、実施の形態１、２で説明したように、第１の表面部位２ａ1は、第２の表面部
位２ａ2に比して過冷却状態または過加熱状態となる。つまり、冷却処理の場合は、第１
の表面部位２ａ1が低温部分となり、第２の表面部位２ａ2が高温部分となる。反対に加熱
処理の場合は、第１の表面部位２ａ1が高温部分となり、第２の表面部位２ａ2が低温部分
となる。しかしながら、冷却処理、加熱処理いずれの処理を行っても、処理面２ａの表面
温度に温度斑が生じてしまう。
【００４７】
　本実施の形態では、このような冷却／加熱時の温度斑を解消するために、断熱体４Ｄを
設けて、処理面２ａの各表面部位が冷却部３によって冷却処理または加熱処理されること
で到達する処理面２ａの表面温度が全面的に均等になるように、第１の表面部位２ａ1、
２ａ1と冷却管３ａ、３ｂとの間を断熱している。断熱体４Ｄの断熱能力は、以下のよう
に設定される。すなわち、冷却部３による温度調整処理を経た第１の表面部位２ａ1の表
面温度と、第２の表面部位２ａ2の表面温度とが可及的に均等になるように、断熱体４Ｄ
の断熱能力が設定されている。断熱体４Ｄの断熱能力は、断熱体４Ｄの容量や熱伝導率を
調整することで任意に設定可能である。これにより、冷却／加熱処理を経た処理面２ａの
表面温度は全面でほぼ均等になって温度斑が生じにくくなる。
【００４８】
　なお、断熱体４Ｄの設置構成としては、図７に示すような断熱孔を別途設ける構成だけ
でなく、図８に示すように、温度調整用媒体流通管３ａ、３ｂを設けるために処理体２に
設けられる貫通孔１０の形状を変更してもよい。図８では、断面円形の温度調整用媒体流
通管３ａ、３ｂを設けるために通常なら断面円形に形成する貫通孔１０の上側（第１の表
面部位２ａ1、２ａ1側）に隙間１０ａを形成して、この隙間１０ａを断熱孔としている。
【００４９】
　（実施の形態４）
　図９は、本発明の実施の形態４の冷却処理装置１Ｄの要部を示す一部切欠斜視図である
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。冷却処理装置１Ｄの基本構造は、実施の形態１の冷却処理装置１Ａと同様である。その
ため、図９および以下の説明において、実施の形態１（図１～図５）と同一ないし同様の
部分には同一の符号を付し、それらについての説明は省略する。
【００５０】
　本実施形態は、実施の形態１における加熱体４Ａに換えて熱伝導体４Ｅを有する。熱伝
導体４Ｅは、処理体２より熱伝導率が高い材料（銅、アルミニウム、ヒートパイプ等）か
らなり、冷却管３ａ、３ｂと第２の表面部位２ａ2との間に配置された状態で処理体２に
埋設されている。熱伝導体４Ｅは、焼きばめ、鋳込み加工等の技法によって処理体２に埋
設されることで、処理体２との間の熱抵抗が低減されている。
【００５１】
　本実施の形態の冷却処理装置１Ｄが処理面２ａを介して被処理物に実施する温度調整処
理は基本的に冷却処理であるが、構成を若干変えることで加熱処理を行うことも可能であ
る。そのため、一部の部品の名称と実際の処理とが離反する（冷却管３ａ、３ｂを有する
冷却部３が加熱処理を行うことになる）が、部品名称（冷却部３、冷却管３ａ、３ｂ）は
継続して使用する。
【００５２】
　処理面２ａを冷却処理または加熱処理する場合、冷却管３ａ、３ｂに温度調整媒体（加
熱液やその蒸気等）を流通させることで、処理面２ａが冷却または加熱される。このよう
な冷却／加熱処理が実施されると、実施の形態１、２で説明したように、第１の表面部位
２ａ1は、第２の表面部位２ａ2に比して過冷却状態または過加熱状態となって、処理面２
ａの表面温度に温度斑が生じてしまう。
【００５３】
　本実施の形態では、このような冷却／加熱時の温度斑を解消するために、熱伝導体４Ｅ
を設けて、処理面２ａの各表面部位が冷却部３によって冷却または加熱処理されることで
到達する処理面２ａの表面温度が全面的に均等になるように、第２の表面部位２ａ2と冷
却管３ａ、３ｂとの間の伝熱を、第１の表面部位２ａ1、２ａ1と冷却部３との間の伝熱よ
り促進している。熱伝導体４Ｅの熱伝導能力は、以下のように設定される。すなわち、冷
却部３による第１の表面部位２ａ1の冷却／加熱処理を経た第１の表面部位２ａ1の表面温
度と、第２の表面部位２ａ2の表面温度とが可及的に均等になるように、熱伝導体４Ｅの
熱伝導能力が設定されている。熱伝導体４Ｅの熱伝導能力は、熱伝導体４Ｅの容量や熱伝
導率を調整することで任意に設定可能である。これにより、冷却／加熱処理を経た処理面
２ａの表面温度は全面でほぼ均等になって温度斑が生じにくくなる。
【００５４】
　（実施の形態５）
　図１０は、本発明の実施の形態５の冷却処理装置１Ｅの要部を示す一部切欠斜視図であ
る。冷却処理装置１Ｅの基本構造は、実施の形態１の冷却処理装置１Ａと同様である。そ
のため、図１０および以下の説明において、実施の形態１（図１～図５）と同一ないし同
様の部分には同一の符号を付し、それらについての説明は省略する。
【００５５】
　本実施形態は、実施の形態１における加熱体４Ａに換えて切欠４Ｆを有する。切欠４Ｆ
は、冷却管３ａ、３ｂと第２の表面部位２ａ2との間に配置された状態で処理体２に形成
されている。
【００５６】
　本実施の形態の冷却処理装置１Ｅが処理面２ａを介して被処理物に実施する温度調整処
理は基本的に冷却処理であるが、構成を若干変えることで加熱処理を行うことも可能であ
る。そのため、一部の部品の名称と実際の処理とが離反する（冷却管３ａ、３ｂを有する
冷却部３が加熱処理を行うことになる）が、部品名称（冷却部３、冷却管３ａ、３ｂ）は
継続して使用する。
【００５７】
　処理面２ａを冷却処理または加熱処理する場合、冷却管３ａ、３ｂに温度調整媒体を流
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通させることで、処理面２ａが冷却または加熱される。このような冷却／加熱処理が実施
されると、実施の形態１、２で説明したように、第１の表面部位２ａ1は、第２の表面部
位２ａ2に比して過冷却状態または過加熱状態となって、処理面２ａの表面温度に温度斑
が生じてしまう。
【００５８】
　本実施の形態では、このような冷却／加熱時の温度斑を解消するために、切欠４Ｆを設
けて、処理面２ａの各表面部位が冷却部３によって冷却または加熱処理されることで到達
する処理面２ａの表面温度が全面的に均等になるように、第２の表面部位２ａ2と冷却管
３ａ、３ｂとの間の熱容量を、第１の表面部位２ａ1、２ａ1と冷却部３との間の熱容量よ
り小さくしている。熱容量は、切欠４Ｆの大きさを調整することで任意に設定可能である
。これにより、冷却／加熱処理を経た処理面２ａの表面温度は全面でほぼ均等になって温
度斑が生じにくくなる。
【００５９】
　なお、図１０では、切欠４Ｆの形状は断面三角形状であるが、切欠４Ｆの形状はこのよ
うな形状に限定されることはなく、断面四角形状等の他の形状であってもよいのはいうま
でもない。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、樹脂射出成形に用いられる金型や樹脂射出用のシリンダ等の加工物が接する
表面を均等に冷却調整することが必要となる各種の冷却処理装置において特に有効となる
。
【符号の説明】
【００６１】
１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ　冷却処理装置
２　  処理体
２ａ　処理面
２ａ1 第１の表面部位
２ａ2 第２の表面部位
３　  冷却部
３ａ、３ｂ　冷却管
４Ａ　加熱体
４Ｂ　加熱体
４Ｃ　加熱部
４Ｄ　断熱体
４Ｅ　熱伝導体
４Ｆ　切欠
１０　円筒
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